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亀山市告示第６７号 

亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

令和８年３月３１日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱（平成１８年亀山市告示第４１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加 

 える。 

改正後 改正前 

（交付対象者） （交付対象者） 

第３条 助成金の交付対象者は、１０

月１日から翌年の３月３１日までの

間に予防接種を受けた者であって当

該予防接種を受けた日において市内

に住所を有していたもののうち、次

の各号のいずれかに掲げるものとす

る。ただし、予防接種法（昭和２３

年法律第６８号）及び予防接種法施

行令（昭和２３年政令第１９７号）

に規定する定期の予防接種の対象

者については、この限りでない。 

第３条 助成金の交付対象者は、１０

月１日から翌年の３月３１日までの

間に予防接種を受けた者（予防接種 

法施行令（昭和２３年政令１９７号） 

第１条の２第１項の表インフルエン

ザの項に掲げる者を除く。）であっ

て当該予防接種を受けた日において 

市内に住所を有していたもののうち、 

次の各号のいずれかに掲げるものと

する。 
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（１）～（５） ［略］ （１）～（５） ［略］ 

附 則 

 （経過措置） 

４ ［略］ 

附 則 

（経過措置） 

４ ［略］ 

（失効） 

５ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

 

［項を加える。］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


